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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】構成が簡単で、騒音が発生しない車両用クラッ
チペダルスイッチを提供する。
【解決手段】第１固定接点１０と第２固定接点２０が互
いに離隔して突出するスイッチボディ３０と、第１固定
接点１０の方向に弾性力を提供して第１固定接点１０と
選択的に接触する第１可動接点４０を備えた第１弾性片
５０と、第２固定接点２０の方向に弾性力を提供して第
２固定接点２０と選択的に接触する第２可動接点６０を
備えた第２弾性片７０と、第１固定接点１０と第２固定
接点２０との間でペダルの回転によって共に回転し、回
転時に第１弾性片５０および第２弾性片７０に加圧力を
伝達して、第１および第２固定接点と第１および第２可
動接点を選択的に接触させる回転体と、第１弾性片５０
および第２弾性片７０に連結され、第１および第２固定
接点と第１および第２可動接点の接触信号を伝達するタ
ーミナルとを含む。
【選択図】図３



(2) JP 2012-123776 A 2012.6.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１固定接点と第２固定接点が互いに離隔して突出するスイッチボディと、
前記第１固定接点の位置に設けられ、前記第１固定接点の方向に弾性力を提供して前記第
１固定接点と選択的に接触する第１可動接点を備えた第１弾性片と、
前記第２固定接点の位置に設けられ、前記第２固定接点の方向に弾性力を提供して前記第
２固定接点と選択的に接触する第２可動接点を備えた第２弾性片と、
前記第１固定接点と前記第２固定接点との間でペダルの回転によって共に回転し、回転時
に前記第１弾性片および前記第２弾性片に加圧力を伝達して、前記第１および第２固定接
点と前記第１および第２可動接点を選択的に接触させる回転体と、
前記第１弾性片および前記第２弾性片に連結され、前記第１および第２固定接点と前記第
１および第２可動接点の接触信号を伝達するターミナルとを含むことを特徴とする車両用
クラッチペダルスイッチ。
【請求項２】
前記回転体は、
前記ペダルに形成される係止突起が移動する長方形のホールが形成され、前記ペダルの回
転力を受けて回転する第１回転部と、
前記第１回転部の回転と共に回転し、前記第１および第２弾性片に加圧力を伝達する第２
回転部とを含むことを特徴とする請求項１に記載の車両用クラッチペダルスイッチ。
【請求項３】
前記第２回転部は、
前記第１回転部に連結される回転ボディと、
前記回転ボディの側面に突出し、前記第１および第２弾性片の弾性力を克服する加圧力を
伝達する加圧突出部とを含むことを特徴とする請求項２に記載の車両用クラッチペダルス
イッチ。
【請求項４】
前記加圧突出部は、
前記回転ボディの外側の一部に沿ってラウンド状に突出し、前記第１弾性片と前記第２弾
性片が載置される載置突部と、
前記載置突部の一側に形成され、前記回転ボディの回転時に前記第１弾性片がスライドさ
れる第１傾斜部と、
前記載置突部の他側に形成され、前記回転ボディの回転時に前記第２弾性片がスライドさ
れる第２傾斜部とを含むことを特徴とする請求項３に記載の車両用クラッチペダルスイッ
チ。
【請求項５】
前記ペダルストロークのアイドル状態において、
前記第１弾性片は前記載置突部の外側に位置し、前記第１固定接点と前記第１可動接点は
接触した状態であり、前記第２弾性片は前記載置突部の上側に位置し、前記第２固定接点
と前記第２可動接点は分離された状態であり、
前記ペダルの５０％のストロークにおいて、
前記第１弾性片は前記第１傾斜面に位置し、前記第１固定接点と前記第１可動接点は分離
された状態であり、前記第２弾性片は前記第２傾斜面に位置し、前記第２固定接点と前記
第２可動接点は分離された状態であり、
前記ペダルの８５％以上のストローク範囲においては、
前記第１弾性片は前記載置突部上に位置し、前記第１固定接点と前記第１可動接点は分離
された状態であり、前記第２弾性片は前記載置突部の外側に位置し、前記第２固定接点と
前記第２可動接点は接触した状態であることを特徴とする請求項４に記載の車両用クラッ
チペダルスイッチ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用クラッチペダルスイッチに係り、より詳しくは、構成がより簡素化さ
れた車両用クラッチペダルスイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、車両のクラッチペダルには、クラッチペダルの作動状態によってオン／オフ
動作するイグニッションロックスイッチ（ｉｇｎｉｔｉｏｎ　ｌｏｃｋ　ｓｗｉｔｃｈ）
とニュートラルスイッチ（ｎｅｕｔｒａｌ　ｓｗｉｔｃｈ）とが個別に備えられる。
イグニッションロックスイッチは、クラッチペダルを踏まない場合に始動がかかることを
防止するためのものであり、ニュートラルスイッチは、クラッチペダルがフルストローク
で作動したかを感知するものである。
　そして、イグニッションロックスイッチおよびニュートラルスイッチの感知信号は、車
両の制御ユニットに入力され、エンジンの電子的な制御が行われるようにする。
【０００３】
　しかし、前述した従来の構成は、ペダルのアームにイグニッションロックスイッチおよ
びニュートラルスイッチが打撃されてセンシングされる構造であり、その作動過程で打撃
騒音が発生するという問題があった。また、イグニッションロックスイッチおよびニュー
トラルスイッチが個別に取り付けられることにより、構成が複雑化し、製造コストが上昇
するという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２１４４７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、構成が簡単で、騒音が発生しない車両用クラッチペダルスイッチの提供を目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、第１固定接点と第２固定接点が互いに離隔して突出するスイッチボディと、
前記第１固定接点の位置に設けられ、前記第１固定接点の方向に弾性力を提供して前記第
１固定接点と選択的に接触する第１可動接点を備えた第１弾性片と、前記第２固定接点の
位置に設けられ、前記第２固定接点の方向に弾性力を提供して前記第２固定接点と選択的
に接触する第２可動接点を備えた第２弾性片と、前記第１固定接点と前記第２固定接点と
の間でペダルの回転によって共に回転し、回転時に前記第１弾性片および前記第２弾性片
に加圧力を伝達して、前記第１および第２固定接点と前記第１および第２可動接点を選択
的に接触させる回転体と、前記第１弾性片および前記第２弾性片に連結され、前記第１お
よび第２固定接点と前記第１および第２可動接点の接触信号を伝達するターミナルとを含
むことを特徴とする。
【０００７】
　前記回転体は、前記ペダルに形成される係止突起が移動する長方形のホールが形成され
、前記ペダルの回転力を受けて回転する第１回転部と、前記第１回転部の回転と共に回転
し、前記第１および第２弾性片に加圧力を伝達する第２回転部とを含むことを特徴とする
。
【０００８】
　前記第２回転部は、前記第１回転部に連結される回転ボディと、前記回転ボディの側面
に突出し、前記第１および第２弾性片の弾性力を克服する加圧力を伝達する加圧突出部と
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を含むことを特徴とする。
【０００９】
　前記加圧突出部は、前記回転ボディの外側の一部に沿ってラウンド状に突出し、前記第
１弾性片と前記第２弾性片が載置される載置突部と、前記載置突部の一側に形成され、前
記回転ボディの回転時に前記第１弾性片がスライドされる第１傾斜部と、前記載置突部の
他側に形成され、前記回転ボディの回転時に前記第２弾性片がスライドされる第２傾斜部
とを含むことを特徴とする。
【００１０】
　前記ペダルストロークのアイドル状態において、前記第１弾性片は前記載置突部の外側
に位置し、前記第１固定接点と前記第１可動接点は接触した状態であり、前記第２弾性片
は前記載置突部の上側に位置し、前記第２固定接点と前記第２可動接点は分離された状態
であり、前記ペダルの５０％のストロークにおいて、
前記第１弾性片は前記第１傾斜面に位置し、前記第１固定接点と前記第１可動接点は分離
された状態であり、前記第２弾性片は前記第２傾斜面に位置し、前記第２固定接点と前記
第２可動接点は分離された状態であり、前記ペダルの８５％以上のストローク範囲におい
ては、前記第１弾性片は前記載置突部上に位置し、前記第１固定接点と前記第１可動接点
は分離された状態であり、前記第２弾性片は前記載置突部の外側に位置し、前記第２固定
接点と前記第２可動接点は接触した状態であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、イグニッションロックスイッチおよびニュートラルスイッチを削除す
ることにより、作動過程で騒音が発生せず、構成部品がより簡素化され、製造コストを節
減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態にかかる車両用クラッチペダルスイッチが設けられた状態を
概略的に示す斜視図である。
【図２】図１の車両用クラッチペダルスイッチを概略的に示す斜視図である。
【図３】図２の車両用クラッチペダルスイッチの主部を分解して示す分解斜視図である。
【図４】ハウジングを除去した状態における車両用クラッチペダルスイッチを概略的に示
す斜視図である。
【図５】図４における第１回転部を除去した状態を概略的に示す斜視図である。
【図６】（ａ）は、車両のアイドル状態における車両用クラッチペダルスイッチの作動状
態を概略的に示す平面図である。（ｂ）は、（ａ）の車両用クラッチペダルの作動状態を
概略的に示す側面図である。
【図７】（ａ）は、車両用クラッチペダルの総ストロークで５０％のストローク状態の車
両用クラッチペダルスイッチの作動状態を概略的に示す平面図である。（ｂ）は、（ａ）
の車両用クラッチペダルの作動状態を概略的に示す側面図である。
【図８】（ａ）は、車両用クラッチペダルの総ストロークで８５％のストローク状態の車
両用クラッチペダルスイッチの作動状態を概略的に示す平面図である。（ｂ）は、（ａ）
の車両用クラッチペダルの作動状態を概略的に示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態にかかる車両用クラッチペダルスイッチについて、添付した図
面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態にかかる車両用クラッチペダルスイッチが設けられた状態
を概略的に示す斜視図であり、図２は、図１の車両用クラッチペダルスイッチを概略的に
示す斜視図であり、図３は、図２の車両用クラッチペダルスイッチの主部を分解して示す
分解斜視図である。
　図１～図３に示すように、本発明の一実施形態にかかる車両用クラッチペダルスイッチ
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１００は、ハウジング１１の内部に設けられ、第１および第２固定接点１０、２０が突出
するスイッチボディ３０と、第１固定接点１０と選択的に接触する第１可動接点４０が設
けられた第１弾性片５０と、第２固定接点２０と選択的に接触する第２可動接点６０が設
けられた第２弾性片７０と、第１および第２固定接点１０、２０と第１および第２可動接
点４０、６０の接触を制御する回転体８０と、第１および第２固定接点１０、２０と第１
および第２可動接点４０、６０の接触信号を伝達するターミナル９０とを含む。符号１８
は、ハウジング１１に結合されるカバーを表す。
【００１４】
　スイッチボディ３０は、車体１２に取り付けられるハウジング１１の内部に載置される
。スイッチボディ３０は、第１および第２固定接点１０、２０が突出する。第１および第
２固定接点１０、２０は、スイッチボディ３０の一側と他側の位置で互いに離隔して設置
可能である。このような第１および第２固定接点１０、２０は、導電体の導電プレート１
４によってターミナル９０に接続される。
　ターミナル９０での信号の伝達過程は、以下、第１および第２固定接点１０、２０と第
１および第２可動接点４０、６０のセンシング作動を説明しながらより具体的に説明する
。第１および第２固定接点１０、２０が設けられた位置には、第１および第２弾性片５０
、７０が設けられる。
【００１５】
　第１弾性片５０は、第１固定接点１０が設けられた近接位置に設けられる。第１弾性片
５０は、一端が第１固定接点１０の近接位置に固定され、他端は折り曲げられて第１固定
接点１０の方向に延びる。このような第１弾性片５０には、第１固定接点１０の方向に突
出するように第１可動接点４０が設けられる。これにより、第１弾性片５０に外力が作用
しない場合には、第１弾性片５０の弾性力によって第１固定接点１０と第１可動接点４０
は互いに接触した状態を維持する。
【００１６】
　第２弾性片７０は、第２固定接点２０が設けられた近接位置に設けられる。第２弾性片
７０は、一端が第２固定接点２０の近接位置に固定され、他端は折り曲げられて第２固定
接点２０の方向に延びる。このような第２弾性片７０には、第２固定接点２０の方向に突
出するように第２可動接点６０が設けられる。これにより、第２弾性片７０に外力が作用
しない場合には、第２弾性片７０の弾性力によって第２固定接点２０と第２可動接点６０
は互いに接触した状態を維持する。
前述した第１および第２固定接点１０、２０と第１および第２可動接点４０、６０相互間
の接触解除は、回転体８０の回転作動によって発生する。
【００１７】
　回転体８０は、第１固定接点１０と第２固定接点２０との間でペダル１６の回転によっ
て共に回転する。回転体８０は、その回転時に第１弾性片５０および第２弾性片７０に加
圧力を伝達して、第１および第２固定接点１０、２０と第１および第２可動接点４０、６
０の接触を選択的に制限する。
　図４は、ハウジングを除去した状態における車両用クラッチペダルスイッチを概略的に
示す斜視図であり、図５は、図４における第１回転部を除去した状態を概略的に示す斜視
図である。
　図４および図５を参照して回転体８０についてより具体的に説明する。
　回転体８０は、ペダル１６の回転力を受ける第１回転部８１と、第１回転部８１に結合
されて共に回転し、第１および第２弾性片５０、７０に加圧力を伝達する第２回転部８３
とを含む。
【００１８】
　第１回転部８１は、ペダル１６の踏力の伝達に応じた回転力を第２回転部８３に伝達す
るためのものであって、その長手方向に長方形のホール８１１が形成される。即ち、ペダ
ル１６には突起部１６１が形成され、この突起部１６１は、第１回転部８１の長方形のホ
ール８１１に挿入される。したがって、ペダル１６が踏力の伝達によって回転すると、第
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１回転部８１には、突起部１６１がホール８１１にスライドされることによって回転力が
発生する。このような第１回転部８１の回転力は第２回転部８３に伝達される。第１回転
部８１と第２回転部８３は、一体に形成されることも可能であり、押し込み結合による嵌
め合いで着脱可能に結合されることも可能である。本実施形態では、第１回転部８１と第
２回転部８３が嵌め合いで着脱可能に結合されることを例示する。
【００１９】
　第２回転部８３は、第１回転部８１に連結される回転ボディ８３１と、回転ボディ８３
１の側面に突出し、第１および第２弾性片５０、７０の弾性力を克服する加圧力を伝達す
る加圧突出部８３３（８３３１＋８３３５）とを含む。
　回転ボディ８３１は、第１回転部８１と連結される部分に円筒状に突出することができ
る。回転ボディ８３１と第１回転部８１は嵌め合いで着脱可能に結合可能である。
加圧突出部８３３（８３３１＋８３３５）は、回転ボディ８３１の側面からラウンド状に
突出することができる。より具体的に加圧突出部８３３（８３３１＋８３３５）について
説明すると、加圧突出部８３３（８３３１＋８３３５）は、回転ボディ８３１の外側の一
部に沿ってラウンド状に突出する載置突部８３３１と、載置突部８３３１の一側に形成さ
れる第１傾斜部８３３３と、載置突部８３３１の他側に形成される第２傾斜部８３３５と
を含む。
【００２０】
　載置突部８３３１は、第１弾性片５０と第２弾性片７０が回転体８０の回転によって選
択的に載置される部分である。第１弾性片５０が載置突部８３３１上に位置すると、第１
固定接点１０と第１可動接点４０は互いに接触しない状態で離隔する。そして、第２弾性
片７０が載置突部８３３１上に位置すると、第２固定接点２０と第２可動接点６０は互い
に接触しない状態で離隔する。
　第１傾斜部８３３３とは、回転体８０の回転によって第１弾性片５０の端部がスライド
される部分をいう。より具体的に説明すると、第１傾斜部８３３３は、回転体８０の一方
向または他方向への回転時に、第１弾性片５０の端部を載置突部８３３１上に移動させる
か、載置突部８３３１の外側へと移動をガイドする部分をいう。
【００２１】
　第２傾斜部８３３５とは、回転体８０の回転によって第２弾性片７０の端部がスライド
される部分をいう。より具体的に説明すると、第２傾斜部８３３５は、回転体８０の一方
向または他方向への回転時に、第２弾性片７０の端部を載置突部８３３１上に移動させる
か、載置突部８３３１の外側へと移動をガイドする部分をいう。
前述したように、回転体８０は、その回転によって第１弾性片５０または第２弾性片７０
に加圧力を伝達して、第１弾性片５０および第２弾性片７０を第１および第２固定接点１
０、２０と選択的に接触させる。これは、クラッチペダル１６の作動に応じた作動信号を
ＥＣＵに選択的に伝達するためのものである。これについては、以下、図６（ａ）～図８
（ｂ）を参照してより詳細に説明する。
【００２２】
図６（ａ）は、車両のアイドル状態における車両用クラッチペダルスイッチの作動状態を
概略的に示す平面図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）の車両用クラッチペダルの作動状
態を概略的に示す側面図である。
図６（ａ）および（ｂ）に示すように、車両のアイドル状態においては、第１弾性片５０
は載置突部８３３１の外側に位置し、第１　固定接点１０と第１可動接点４０は接触した
状態である。そして、第２弾性片７０は載置突部８３３１の上側に位置し、第２固定接点
２０と第２可動接点６０は分離された状態である。このような状態は、車両の変速機に伝
達されるエンジンの動力が連結される状態である。
【００２３】
　図７（ａ）は、車両用クラッチペダルの総ストロークで５０％のストローク状態の車両
用クラッチペダルスイッチの作動状態を概略的に示す平面図であり、図７（ｂ）は、図７
（ａ）の車両用クラッチペダルの作動状態を概略的に示す側面図である。
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　図７（ａ）および（ｂ）に示すように、車両用クラッチペダルが総ストロークの５０％
のストロークで踏力が伝達されて回転した状態においては、第１弾性片５０は第１傾斜部
８３３３に位置し、第１固定接点１０と第１可動接点４０は分離された状態である。そし
て、第２弾性片７０は第２傾斜部８３３５に位置し、第２固定接点２０と第２可動接点６
０は分離された状態である。前述した状態は、車両の変速機に伝達されるエンジンの動力
が遮断される状態を表す。
【００２４】
　図８（ａ）は、車両用クラッチペダルの総ストロークの８５％のストローク状態の車両
用クラッチペダルスイッチの作動状態を概略的に示す平面図であり、図８（ｂ）は、（ａ
）の車両用クラッチペダルの作動状態を概略的に示す側面図である。
　図８（ａ）および（ｂ）に示すように、車両用クラッチペダルの８５％以上のストロー
ク状態においては、第１弾性片５０は載置突部８３３１上に位置し、第１固定接点１０と
第１可動接点４０は分離された状態である。そして、第２弾性片７０は載置突部８３３１
の外側に位置し、第２固定接点２０と第２可動接点６０は接触した状態である。このよう
な状態は、車両のイグニッションロック（ｉｇｎｉｔｉｏｎ　ｒｏｃｋ）が解除された状
態で車両の始動が可能な状態を表す。
【００２５】
　本発明の実施形態で詳細に説明した通り、本発明の車両用クラッチペダルスイッチは、
ペダルの踏力に応じた回転体８０の回転角度に応じて第１および第２弾性片５０、７０が
第１および第２傾斜部８３３３、８３３５の加圧力の伝達によって選択的に持ち上げられ
る作用が可能である。したがって、第１および第２固定接点１０、２０と第１および第２
可動接点４０、６０の選択的な接触または接触解除作用が回転体８０の回転角度に応じて
自動的に行われることにより、より簡単な構成でクラッチセンサの構成が可能になる。　
【００２６】
　以上、本発明に関する好ましい実施形態を説明したが、本発明は前記実施形態に限定さ
れず、本発明の属する技術範囲を逸脱しない範囲での全ての変更が含まれる。　
【符号の説明】
【００２７】
１０：第１固定接点
１１：ハウジング
２０：第２固定接点
３０：スイッチボディ
４０：第１可動接点
５０：第１弾性片
６０：第２可動接点
７０：第２弾性片
８０：回転体
８１：第１回転部
８３：第２回転部
８３１：回転ボディ
８３３：加圧突出部
８３３１：載置突部
８３３３：第１傾斜部
８３３５：第２傾斜部
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